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議案第３５号 

小田原市介護保険条例の一部を改正する条例 

小田原市介護保険条例（平成１２年小田原市条例第１０号）の一部を次のように改正

する。 

第５条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度ま

で」に改め、同項第１号中「３万３６０円」を「３万２，７００円」に改め、同項第２

号中「４万４，３２０円」を「４万９，２３０円」に改め、同項第３号中「４万

５，５４０円」を「４万９，５９０円」に改め、同項第４号中「５万４，６４０円」を

「６万４，６９０円」に改め、同項第５号中「６万７２０円」を「７万１，８８０円」

に改め、同項第６号中「７万２，８６０円」を「８万６，２５０円」に改め、同号イ中

「又は第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ又は第１４号イ」に改め、同項第７

号中「７万８，９３０円」を「９万３，４４０円」に改め、同号ア中「２００万円」を

「２１０万円」に改め、同号イ中「又は第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ又

は第１４号イ」に改め、同項第８号中「９万１，０８０円」を「１０万７，８２０円」

に改め、同号ア中「３００万円」を「３２０万円」に改め、同号イ中「又は第１２号

イ」を「、第１２号イ、第１３号イ又は第１４号イ」に改め、同項第９号中「１０万

３，２２０円」を「１２万２，１９０円」に改め、同号ア中「４００万円」を「４２０

万円」に改め、同号イ中「又は第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ又は第１４

号イ」に改め、同項第１３号中「１２万７，５１０円」を「１８万６，８８０円」に改

め、同号を同項第１５号とし、同項第１２号中「１２万１，４４０円」を「１７万

９，７００円」に改め、同号を同項第１４号とし、同項第１１号中「１１万５，３６０

円」を「１７万２，５１０円」に改め、同号を同項第１３号とし、同項第１０号中

「１０万９，２９０円」を「１５万９４０円」に改め、同号ア中「６００万円」を

「６２０万円」に改め、同号イ中「又は第１２号イ」を「、第１３号イ又は第１４号

イ」に改め、同号を同項第１１号とし、同号の次に次の１号を加える。 

(12) 次のいずれかに該当する者 １６万５，３２０円 

ア 合計所得金額が７２０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該

当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１
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号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ又は第１４号イに該当する者を除

く。） 

第５条第１項第９号の次に次の１号を加える。 

(10) 次のいずれかに該当する者 １３万６，５７０円 

ア 合計所得金額が５２０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該

当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１ 

号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ、第１２号イ、第１３号イ又は第１４ 

号イに該当する者を除く。） 

第５条第２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度ま

で」に、「１万８，２１０円」を「２万４８０円」に改め、同条第３項中「令和３年度

から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、「２万９，１４０円」

を「３万４，８６０円」に改め、同条第４項中「令和３年度から令和５年度まで」を

「令和６年度から令和８年度まで」に、「４万２，５００円」を「４万９，２３０円」

に改める。 

第７条第３項中「若しくは第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ若しくは第

１４号イ」に、「第１２号まで」を「第１４号まで」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の第５条及び第７条第３項の規定は、令和６年度以後の年度分の保険料につ

いて適用し、令和５年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

 

令和 ６ 年 ２ 月１４日提出 

 

小田原市長 守 屋 輝 彦 

 

（理由） 
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第９期おだわら高齢者福祉介護計画の計画期間となる令和６年度から令和８年度まで

の期間に係る第１号被保険者の保険料率を定めるため提案するものであります。 


